
することは、軽油取引税の脱税行為
につながります。

10月は「不正軽油一掃強調月間」
です。ガソリンスタンドや走行車両、
工事現場の建設機械等の燃料抜き取
り調査をしますので、皆さんのご理
解とご協力をお願いします。
北秋田地域振興局県税課

149－2211

国民健康保険に加入されているか
たが出産された場合、世帯主に支給
している「出産育児一時金」の額が、
10月１日から引き上げられました。

30万円(９月30日までの出産)

35万円(10月１日以降の出産)

※出産に伴う医療費として、一時金
を医療機関に市から直接払うこと
も可能です(上限は35万円)。この
場合、出産予定日の１カ月前から
申請できます。
保険課(内線242）

国土利用計画法では、一定面積以
上の土地取引をした場合、購入者に
２週間以内の届け出を義務付けてい
ます。期限内に届け出をしなかった
り、偽りの届け出をした場合は、罰
せられることがあります。
【届け出が必要な面積】
・都市計画区域内… 5,000㎡以上
・都市計画区域外…10,000㎡以上

※個々の取引面積が小さくても、合
計面積が先に示した面積以上にな
ると、届け出が必要な場合もあり
ます。
都市計画課(内線312)

10月21日g 13時～16時
市民文化会館
県警音楽隊の演奏　13時
護身術の実演　13時40分
佐伯幸子氏の講演　14時10分
スクールガード養成講習会15時40分
無料(どなたでも参加できます)

生活環境課(内線347)

日暮れが早くなると運転者から歩
行者が見えにくくなり、例年夕暮れ
や夜間にかけての交通事故が多くな
ります。外出するときは、明るい服
を着用し、靴やバック等の持ち物に
は反射材を着けましょう。
高齢者世帯訪問事業が始まります
今月から、大館市交通安全母の会
の高齢者世帯訪問事業が始まりま
す。会員が高齢者宅を訪問し、反射
材の普及、活用拡大を呼び掛けます
ので、ご協力をお願いします。
生活環境課(内線247)

市ホームページへのバナー広告
を募集しています。詳しくはお問
い合わせ下さい。

総務課(内線258)問

問

問

費用

内容

ところ

とき

問

問

改正後

改正前

問

明るい色の服や反射材で交通安全

広報大館 2006.10.1

実
施
内
容

①
町
内
の
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ

ご
み
は
分
別
せ
ず
、
全
部「
埋
立
ご
み
」用
の
指
定
袋
に
入
れ
、

ご
み
一
時
預
か
り
所
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
市
が
収

集
し
な
い
ご
み(

タ
イ
ヤ
、
テ
レ
ビ
、
パ
ソ
コ
ン
、
冷
蔵
庫
な

ど)

は
回
収
し
ま
せ
ん
。

②
側
溝
の
泥
上
げ

集
め
た
泥
は
、
土
の
う
袋
に
入
れ
て
必
ず
水
切
り
を
し
て
く

だ
さ
い
。
そ
れ
以
外
の
も
の
は
収
集
し
ま
せ
ん
。
回
収
の
都
合

上
、
実
施
す
る
町
内
は
、
事
前
に
置
き
場
所
を
お
知
ら
せ
く
だ

さ
い
。

※
土
の
う
袋
は
無
料
で
配
布
し
ま
す
の
で
、
必
要
な
町
内
は
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

③
消
毒
薬
剤
の
散
布

必
要
な
町
内
は
、
事
前
に
連
絡
の
う
え
、
散
布
器
や
ポ
リ
タ

ン
ク
な
ど
の
入
れ
物
を
持
参
く
だ
さ
い
。

※
消
毒
薬
剤
の
配
布
は
今
年
度
限
り
で
す
。

（
配
布
場
所
と
日
時
）

大
館
地
域
／
市
民
体
育
館
正
面
玄
関
前

10
月
12
日
e
・
13
日
f
、
10
時
〜
14
時

比
内
地
域
／
比
内
総
合
支
所
福
祉
環
境
課
1
55
―
１
１
１
５

10
月
３
日
c
〜
12
日
e
、
８
時
30
分
〜
17
時

田
代
地
域
／
田
代
総
合
支
所
福
祉
環
境
課
1
54
―
３
３
１
３

10
月
３
日
c
〜
12
日
e
、
８
時
30
分
〜
17
時

ご
み
収
集
日

大
館
地
域

・
10
月
18
日
d
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
Ａ
、
Ｂ
の
地
区

・
10
月
25
日
d
ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
Ｃ
、
Ｄ
の
地
区

※
土
の
う
袋
は
10
月
16
日
b
〜
25
日
d

比
内
地
域
・
10
月
16
日
b
全
域(

土
の
う
袋
も
同
じ)

田
代
地
域
・
10
月
15
日
a
全
域(

土
の
う
袋
も
同
じ)

出産育児一時金の
支給額が上がりました

安全・安心まちづくりフォーラム
in大館

一定面積以上の土地取り引きは、
届け出が必要です

障害者自立支援法の本施行によ
り、今月から補装具(義肢・車い
すなど)・日常生活用具の負担額
と品目が変更になります。
利用者負担が１割になります
世帯の収入状況等に応じて下記

のとおり月額負担上限が設定さ
れ、それ以上の負担は生じません。
一定所得以上の世帯に属するかた
は、支給の対象外になります。
世帯の収入による月額負担上限額
①生活保護世帯 ……………０円
②市町村民税の非課税世帯
サービス利用者(18歳未満は保
護者)の収入が年間80万円以下
の世帯　　……………15,000円
③市町村民税の非課税世帯

……………24,600円
④市町村民税課税世帯

……………37,200円
給付品目が変わります
①補装具の変更
・点字器、頭部保護帽、人工喉頭

こうとう

、
収尿器、歩行補助つえ(一本つ
えのみ)、ストマ用装具
………日常生活用具に移行

・色眼鏡　　…………………廃止
②日常生活用具の変更
・情報・通信支援用具…新たに追加
・重度障害者用意思伝達装置

…………補装具へ移行
・浴槽(沸騰器) …………廃止
・パーソナルコンピュータ…廃止

障害者自立支援法の施行で
変更された点をご確認ください

福祉課(内線410)問


